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（別紙２） 

「輸出貿易管理令の運用について」等の一部を改正する通達新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○「包括許可取扱要領」（平成１７年２月２５日付け平成１７・０２・２３貿局第１号・輸出注意事項１７第７号） 

改 正 後 現 行 

（別表１） 

一般包括輸出・役務（使用に係るプログ

ラム）取引許可の条件 

許可条件の適用 

（１）［略］ 

（２）一般包括輸出・役務（使用に係る

プログラム）取引許可に基づき輸出

又は技術の提供を行う際は、当該輸

出される貨物の用途及び需要者又は

提供される技術の用途及び利用する

者について、あらかじめ経済産業大

臣に登録した統括責任者及び該非確

認責任者の指示に従い、当該輸出又

は技術の提供が一般包括輸出・役務

（使用に係るプログラム）取引許可

の範囲又は条件に適合していること

を確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）～（１１）［略］ 

［略］ 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

 

（別表１） 

一般包括輸出・役務（使用に係るプログ

ラム）取引許可の条件 

許可条件の適用 

（１）［略］ 

（２）一般包括輸出・役務（使用に係る

プログラム）取引許可に基づき輸出

又は技術の提供を行う際は、当該輸

出される貨物の用途及び需要者又は

提供される技術の用途及び利用する

者について、あらかじめ経済産業大

臣に登録した統括責任者及び該非確

認責任者の指示に従い、当該輸出又

は技術の提供が一般包括輸出・役務

（使用に係るプログラム）取引許可

の範囲又は条件に適合していること

を確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）～（１１）［略］ 

［略］ 

需要者が確定していない輸出又は利用

する者が確定していない技術の提供

（ストック販売）を行う場合にあって

は、次のいずれかに該当する貨物及び

技術が「り地域」に転売される予定がな

いことを確認すること。 

① 輸出令別表第１の３の項（１）に

掲げる貨物であって、貨物等省令

第２条第１項第一号へに該当する

もの 

② 輸出令別表第１の５の項（１７）

に掲げる貨物であって、貨物等省

令第４条第十四号ロに該当するも

の 

③ 輸出令別表第１の７の項（１９）

に掲げる貨物であって、貨物等省

令第６条第十九号に該当するもの 

④ 外為令別表の３の項（１）に掲げ

る技術であって、輸出令別表第１

の３の項（１）の貨物のうち、貨物

等省令第２条第１項一号へに該当

するものの使用（プログラムに限

る（ソースコードが提供されるも

のを除く。）。）に係るもの 

［略］ 
 

（別表２） 

一般包括役務取引許可の条件 許可条件の適用 

（別表２） 

一般包括役務取引許可の条件 許可条件の適用 
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（１）［略］ 

（２）一般包括役務取引許可に基づき技

術の提供を行う際は、当該提供され

る技術の用途及び利用する者につい

て、あらかじめ経済産業大臣に登録

した統括責任者及び該非確認責任者

の指示に従い、当該技術の提供が一

般包括役務取引許可の範囲又は条件

に適合していることを確認するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）～（１０）［略］ 

［略］ 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 
 

（１）［略］ 

（２）一般包括役務取引許可に基づき技

術の提供を行う際は、当該提供され

る技術の用途及び利用する者につい

て、あらかじめ経済産業大臣に登録

した統括責任者及び該非確認責任者

の指示に従い、当該技術の提供が一

般包括役務取引許可の範囲又は条件

に適合していることを確認するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）～（１０）［略］ 

［略］ 

利用する者が確定していない技術の提

供（ストック販売）を行う場合にあって

は、次のいずれかに該当する技術が「り

地域」に転売される予定がないことを

確認すること。 

① 外為令別表の３の項（１）に掲げ

る技術であって、輸出令別表第１

の３の項（１）の貨物のうち、貨物

等省令第２条第１項一号へに該当

するものの設計、製造又は使用に

係るもの 

② 外為令別表の５の項（１）に掲げ

る技術であって、貨物等省令第１

７条第１項第三号に該当するもの

（輸出令別表第１の５の項（１７）

に掲げる貨物であって、貨物等省

令第４条第十四号ロに該当するも

のの設計又は製造に必要なものに

限る。） 

③ 外為令別表の７の項（１）に掲げ

る技術であって、貨物等省令第１

９条第１項第二号に該当するもの

（輸出令別表第１の７の項（１９）

に掲げる貨物であって、貨物等省

令第６条第十九号に該当するもの

の設計又は製造に必要なものに限

る。） 

［略］ 
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（別表３） 

特別一般包括輸出・役務（使用に係るプ

ログラム）取引許可の条件 

許可条件の適用 

（１）［略］ 

（２）特別一般包括輸出・役務（使用に

係るプログラム）取引許可に基づき

輸出又は技術の提供を行う際は、当

該輸出される貨物の用途及び需要者

又は提供される技術の用途及び利用

する者について、あらかじめ定めら

れた手続きに従って確認を行い、当

該輸出又は技術の提供が特別一般包

括輸出・役務（使用に係るプログラ

ム）取引許可の範囲又は条件に適合

していることを確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

１）需要者が確定していない輸出又は

利用する者が確定していない技術の提

供（以下「ストック販売」という。）

を行う場合にあっては、需要者又は利

用する者として予定される者等につい

て確認を行い、かつ特別一般包括輸

出・役務（使用に係るプログラム）取

引許可を適用することができない第三

国にて転売される予定がないことを確

認すること（いずれも輸出令別表第３

に掲げる地域以外の地域においてスト

ック販売を行う場合のみ確認を行えば

足りる。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別表３） 

特別一般包括輸出・役務（使用に係るプ

ログラム）取引許可の条件 

許可条件の適用 

（１）［略］ 

（２）特別一般包括輸出・役務（使用に

係るプログラム）取引許可に基づき

輸出又は技術の提供を行う際は、当

該輸出される貨物の用途及び需要者

又は提供される技術の用途及び利用

する者について、あらかじめ定めら

れた手続きに従って確認を行い、当

該輸出又は技術の提供が特別一般包

括輸出・役務（使用に係るプログラ

ム）取引許可の範囲又は条件に適合

していることを確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

１）需要者が確定していない輸出又は

利用する者が確定していない技術の

提供（以下「ストック販売」という。）

を行う場合にあっては、需要者又は

利用する者として予定される者等に

ついて確認を行い、かつ特別一般包

括輸出・役務（使用に係るプログラ

ム）取引許可を適用することができ

ない第三国に転売される予定がない

ことを確認すること（いずれも輸出

令別表第３に掲げる地域以外の地域

においてストック販売を行う場合の

み確認を行えば足りる。ただし、輸出

令別表第３に掲げる地域においてス

トック販売を行う場合にあっても、

次のいずれかに該当する貨物及び技

術が「り地域」に転売される予定がな

いことを確認すること。）。 

① 輸出令別表第１の３の項（１）に

掲げる貨物であって、貨物等省令

第２条第１項第一号へに該当する

もの 

② 輸出令別表第１の５の項（１７）

に掲げる貨物であって、貨物等省

令第４条第十四号ロに該当するも

の 

③ 輸出令別表第１の７の項（１９）

に掲げる貨物であって、貨物等省

令第６条第十九号に該当するもの 

④ 外為令別表の３の項（１）に掲

げる技術であって、輸出令別表第

１の３の項（１）の貨物のうち、

貨物等省令第２条第１項一号へに
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（３）特別一般包括輸出・役務（使用

に係るプログラム）取引許可に基

づき返送に係る輸出を行う際は、

当該輸出に先立ち、特別一般包括

輸出・役務（使用に係るプログラ

ム）取引許可証に加えて、以下の

すべての書類を作成又は入手する

こと。 

① 輸出者の作成する、当該輸出

が返送に係る輸出であることを

証する書類 

② 返送される貨物の輸入許可通

知書又はこれに代わる税関の証

明書 

③ 返送される貨物が輸入された

際のインボイス、Ｂ/Ｌ（船荷

証券）、ＡＷＢ（航空貨物運送

状）又はパッキングリストのい

ずれか一つ 

（４）～（１８）［略］ 

 

 

 

２）［略］ 

包括許可取扱要領Ⅱの４（１）②イか

らハのうち当該返送が該当する規定、

当該返送に係る輸出の経緯、輸出され

る貨物の概要（輸出される貨物が輸出

令別表第１の１の項に該当しないこと

の確認を含む。）、本邦における当該

貨物の取扱の状況、輸入元及び当初の

船積地域を記載事項として盛り込むこ

と。また、当該返送に係る輸出がⅡの

４（１）②イに該当する場合は修理依

頼書（クレームノート）又は修理承諾

書（クレーム承諾書）、Ⅱの４（１）

②ロに該当する場合は貨物の荷受人又

は需要者が作成する、当該貨物の返送

を求める書類を、それぞれ参考資料と

して入手し、（７）の対象書類として

あわせて保存すること。 

 

 

［略］ 
 

 

 

 

 

（３）特別一般包括輸出・役務（使用

に係るプログラム）取引許可に基

づき返送に係る輸出を行う際は、

当該輸出に先立ち、特別一般包括

輸出・役務（使用に係るプログラ

ム）取引許可証に加えて、以下の

すべての書類を作成又は入手する

こと。 

① 輸出者の作成する、当該輸出

が返送に係る輸出であることを

証する書類 

② 返送される貨物の輸入許可通

知書又はこれに代わる税関の証

明書 

③ 返送される貨物が輸入された

際のインボイス、Ｂ/Ｌ（船荷

証券）、ＡＷＢ（航空貨物運送

状）又はパッキングリストのい

ずれか一つ 

（４）～（１８）［略］ 

該当するものの使用（プログラム

に限る（ソースコードが提供され

るものを除く。）。）に係るもの 

２）［略］ 

包括許可取扱要領Ⅱの４（１）②イか

らハのうち当該返送が該当する規定、

当該返送に係る輸出の経緯、輸出され

る貨物の概要（輸出される貨物が輸出

令別表第１の１の項に該当しないこと

の確認を含む。）、本邦における当該

貨物の取扱の状況、輸入元及び当初の

船積地域を記載事項として盛り込むこ

と。また、当該返送に係る輸出がⅡの

４（１）②イに該当する場合は修理依

頼書（クレームノート）又は修理承諾

書（クレーム承諾書）、Ⅱの４（１）

②ロに該当する場合は貨物の荷受人又

は需要者が作成する、当該貨物の返送

を求める書類を、それぞれ参考資料と

して入手し、（４）の対象書類として

あわせて保存すること。 

 

 

［略］ 
 

（別表４） 

特別一般包括役務取引許可の条件 許可条件の適用 

（１）［略］ 

（２）特別一般包括役務取引許可に基づ

き技術の提供を行う際は、当該提供

される技術の用途及び利用する者に

ついて、あらかじめ定められた手続

きに従って確認を行い、当該技術の

提供が特別一般包括役務取引許可の

範囲又は条件に適合していることを

確認すること。 

 

［略］ 

１）利用する者が確定していない技術

の提供（以下「ストック販売」とい

う。）を行う場合にあっては、利用す

る者として予定される者等について

確認を行い、かつ特別一般包括役務

取引許可を適用することができない

第三国にて転売される予定がないこ

とを確認すること（いずれも輸出令

別表第３に掲げる地域以外の地域に

（別表４） 

特別一般包括役務取引許可の条件 許可条件の適用 

（１）［略］ 

（２）特別一般包括役務取引許可に基づ

き技術の提供を行う際は、当該提供

される技術の用途及び利用する者に

ついて、あらかじめ定められた手続

きに従って確認を行い、当該技術の

提供が特別一般包括役務取引許可の

範囲又は条件に適合していることを

確認すること。 

 

［略］ 

１）利用する者が確定していない技術

の提供（以下「ストック販売」とい

う。）を行う場合にあっては、利用す

る者として予定される者等について

確認を行い、かつ特別一般包括役務

取引許可を適用することができない

第三国に転売される予定がないこと

を確認すること（いずれも輸出令別

表第３に掲げる地域以外の地域にお
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（３）～（１３）［略］ 

おいてストック販売を行う場合のみ

確認を行えば足りる。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）［略］ 

［略］ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）～（１３）［略］ 

いてストック販売を行う場合のみ確

認を行えば足りる。ただし、輸出令別

表第３に掲げる地域においてストッ

ク販売を行う場合にあっても、次の

いずれかに該当する技術が「り地域」

に転売される予定がないことを確認

すること。）。 

① 外為令別表の３の項（１）に掲げ

る技術であって、輸出令別表第１

の３の項（１）の貨物のうち、貨物

等省令第２条第１項一号へに該当

するものの設計、製造又は使用に

係るもの 

② 外為令別表の５の項（１）に掲げ

る技術であって、貨物等省令第１

７条第１項第三号に該当するもの

（輸出令別表第１の５の項（１７）

に掲げる貨物であって、貨物等省

令第４条第十四号ロに該当するも

のの設計又は製造に必要なものに

限る。） 

③ 外為令別表の７の項（１）に掲げ

る技術であって、貨物等省令第１

９条第１項第二号に該当するもの

（輸出令別表第１の７の項（１９）

に掲げる貨物であって、貨物等省

令第６条第十九号に該当するもの

の設計又は製造に必要なものに限

る。） 

２）［略］ 

［略］ 
 

（別表５）～（別表９） ［略］ 

［別表Ａ］  

特別一般包括輸出許可／一般包括輸出許可／特定包括輸出許可／特定子会社包括

輸出許可マトリックス 

（別表５）～（別表９） ［略］ 

［別表Ａ］  

特別一般包括輸出許可／一般包括輸出許可／特定包括輸出許可／特定子会社包括

輸出許可マトリックス 

［３の項］ ［３の項］ 
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仕向地 

 

 

 

輸出令別表第１項番 

い地

域① 

は地

域① 

は地

域② 

（ち

地域

を除

く） 

に地

域② 

（ち

地域

を除

く） 

ち地

域 

り地

域 

（削る） 

 

 

 

 

（削

る） 

（削

る） 

（削

る） 

（削

る） 

（削

る） 

（削

る） 

輸出令別表第１の３の項(1)の貨物

として貨物等省令第２条第１項第

１号に該当するものであって、輸出

申告の際の数量がそれぞれの物質

につき２０キログラム超のもの 

 

特別

一般 

一般 

 

特定 

 

特定 

 

特定 

 

－ 

 

特別

一般 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

（削

る） 

（削

る） 

（削

る） 

（削

る） 

（削

る） 

（削

る） 

輸出令別表第１の３の項(1)の貨物

として貨物等省令第２条第１項第

１号に該当するものであって、輸出

申告の際の数量が、それぞれの物質

につき２０キログラム以下のもの 

 

特別

一般 

一般 

特別

一般 

特別

一般 

特別

一般 

－ 特別

一般 

 

仕向地 

 

 

 

輸出令別表第１項番 

い地

域① 

は地

域① 

は地

域② 

（ち

地域

を除

く） 

に地

域② 

（ち

地域

を除

く） 

ち地

域 

り地

域 

輸出令別表第１の３の項(1)の貨物

として貨物等省令第２条第１項第

１号ヘに該当するものであって、輸

出申告の際の数量がそれぞれの物

質につき２０キログラム超のもの 

特別

一般 

一般 

特定 特定 特定 － － 

輸出令別表第１の３の項(1)の貨物

として貨物等省令第２条第１項第

１号に該当するもののうち、上記を

除くものであって、輸出申告の際の

数量がそれぞれの物質につき２０

キログラム超のもの  

特別

一般 

一般 

特定 特定 特定 － 特別

一般 

輸出令別表第１の３の項(1)の貨物

として貨物等省令第２条第１項第

１号ヘに該当するものであって、輸

出申告の際の数量が、それぞれの物

質につき２０キログラム以下のも

の 

特別

一般 

一般 

特別

一般 

特別

一般 

特別

一般 

－ － 

輸出令別表第１の３の項(1)の貨物

として貨物等省令第２条第１項第

１号に該当するもののうち、上記を

除くものであって、輸出申告の際の

数量が、それぞれの物質につき２０

キログラム以下のもの 

特別

一般 

一般 

特別

一般 

特別

一般 

特別

一般 

－ 特別

一般 

 

［５の項］ 

仕向地 

輸出令別表第１項番 

い地域

① 

と地域

② 

ち地域 り地域 

輸出令別表第１の５の項（１５）から

（１７）までに掲げる貨物であって、

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

［５の項］ 

仕向地 

輸出令別表第１項番 

い地域

① 

と地域

② 

ち地域 り地域 

輸出令別表第１の５の項（１５）又

は（１６）に掲げる貨物であって、

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
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貨物等省令第４条第１２号から第１

４号までのいずれかに該当するもの 

 

（削る） （削

る） 

（削

る） 

（削

る） 

（削

る） 

（削る） （削

る） 

（削

る） 

（削

る） 

（削

る） 
 

貨物等省令第４条第１２号又は第

１３号に該当するもの 

 

輸出令別表第１の５の項(17)に掲

げる貨物であって、貨物等省令第４

条第14号ロに該当するもの 

特別一

般一般 

特別一

般 

－ － 

輸出令別表第１の５の項(17)に掲

げる貨物であって、上記を除くもの 

特別一

般一般 

特別一

般 

－ 特別一般 

 

［７の項］ 

  

仕向地 

 

輸出令別表      

第１項番       

い地域

① 

と地域

② 

（と地

域③を

除く） 

と地域

③ 

ち地域 り地域 

輸出令別表第１の７の項（１７）、

（１７の２）又は（１９）から（２

１）までに掲げる貨物であって、貨

物等省令第６条第１７号ト、チ若し

くはリ、第１７号の２又は第１９号

から第２１号までのいずれかに該

当するもの 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

［略

］ 

（削る） （削

る） 

（削

る） 

（削

る） 

（削

る） 

（削

る） 

 
 

［７の項］ 

  

仕向地 

 

輸出令別表      

第１項番       

い地域

① 

と地域

② 

（と地

域③を

除く） 

と地域

③ 

ち地域 り地域 

輸出令別表第１の７の項（１７）、

（１７の２）、（２０）又は（２１）

に掲げる貨物であって、貨物等省

令第６条第１７号ト、チ若しくは

リ、第１７号の２、第２０号又は第

２１号のいずれかに該当するもの 

 

［ 略

］ 

［ 略

］ 

［ 略

］ 

［ 略

］ 

［ 略

］ 

輸出令別表第１の７の項（１９）に

掲げる貨物であって、貨物等省令

第６条第１９号に該当するもの 

特別 

一般 

一般 

特別 

一般 

特 別

一般 

－ 特定 

 

〔別表Ｂ〕 

特別一般包括役務取引許可／一般包括役務取引許可／特定包括役務取引許可／特

定子会社包括役務取引許可マトリックス 

〔別表Ｂ〕 

特別一般包括役務取引許可／一般包括役務取引許可／特定包括役務取引許可／特

定子会社包括役務取引許可マトリックス 

［３の項］ 

提供地 

 

外為令別表項番 

い地

域① 

は地

域① 

は地

域②

（ち

地域

を除

く） 

に地

域②

（ち

地域

を除

く） 

ち地

域 

り地

域 

［３の項］ 

提供地 

 

外為令別表項番 

い地

域① 

は地

域① 

は地

域②

（ち

地域

を除

く） 

に地

域②

（ち

地域

を除

く） 

ち地

域 

り地

域 
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外為令別表の３の項（１）に掲

げる技術であって、次に掲げる

貨物の設計、製造又は使用に係

るもの 

         

 （削る） 

 

 

 

（削

る） 

（削

る） 

（削

る） 

（削

る） 

（削

る） 

（削

る） 

 輸出令別表第１の３の項

（１）の貨物として貨物等

省令第２条第１項第１号に

該当するもの 

 

特別

一般

一般 

特定 特定 特定 － 特別

一般 

 

外為令別表の３の項（１）に掲

げる技術であって、次に掲げる

貨物の設計、製造又は使用に係

るもの 

         

 輸出令別表第１の３の項

（１）の貨物として貨物等

省令第２条第１項第１号ヘ

に該当するもの 

特別

一般

一般 

特定 特定 特定 － － 

 輸出令別表第１の３の項

（１）の貨物として貨物等

省令第２条第１項第１号に

該当するもののうち、上記

を除くもの 

特別

一般

一般 

特定 特定 特定 － 特別

一般 

 

［５の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

い地

域① 

と地

域② 

ち地

域 

り地

域 

（削る） 

 

 

 

 

（削

る） 

（削

る） 

（削

る） 

（削

る） 

 

［５の項］ 

提供地 

外為令別表項番 

い地

域① 

と地

域② 

ち地

域 

り地

域 

外為令別表の５の項（１）に掲げる技術であって、

貨物等省令第１７条第１項第３号に該当するもの

（輸出令別表第１の５の項（１７）に掲げる貨物で

あって、貨物等省令第４条第１４号ロに該当する

ものの設計又は製造に必要なものに限る。） 

特別

一般

一般 

特別

一般 

－ － 

 

［７の項］ 

提供地 

 

外為令        

別表項番       

い地域① と地域② 

（と地域

③を除く） 

 

と地域③ ち地域 り地域 

外為令別表の７の項（1）

に掲げる技術であって、

次に掲げる貨物の設計

又は製造に係るもの  

       

 （削る） 

 

 

 

（削る） （削る） （削る） （削る） （削る） 

［７の項］ 

提供地 

 

外為令        

別表項番       

い地域① と地域② 

（と地域

③を除く） 

 

と地域③ ち地域 り地域 

外為令別表の７の項（1）

に掲げる技術であって、

次に掲げる貨物の設計

又は製造に係るもの  

       

 輸出令別表第１の

７の項（１９）に掲

げる貨物であっ

て、貨物等省令第

特別一

般 

一般 

特別一

般 

特別一

般 

－ － 



9 

 

 

 
 

６条第１９号に該

当するもの 
 

注１）～注４） ［略］ 

「輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付け６２貿局３３２号・

輸出注意事項６２第１１号）別表第１の別紙の注抜粋） ［略］ 

様式第１～様式第２３［略］ 

 

注１）～注４） ［略］ 

「輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付け６２貿局３３２号・

輸出注意事項６２第１１号）別表第１の別紙の注抜粋） ［略］ 

様式第１～様式第２３［略］ 

 

 

 


